
会議等報告書 

会議等の名称 第３回あんジョイプラン１０（第９次安城市高齢者福祉計画・第９

期安城市介護保険事業計画）策定委員会 

主 催 高齢福祉課 

日 時 令和５年７月２７日(木)午後３時から午後４時３０分まで 

場 所 市役所本庁舎３階 第１０会議室 

傍聴人 ２名 

内 容 別添会議資料のとおり 

典礼：高齢福祉課課長 

 委員の交代について報告 

 

１ 会長あいさつ 

「あんジョイプラン」はご承知のように高齢者福祉計画と介護保険事業計画の２つを

合わせたもので、安城市としては「あんジョイプラン」の１０が出ます。他では別々

にやっている市もありますし、２つの名前でやっているところもありますが、安城市

ではちょっと洒落て「あんじょう」と「エンジョイ」を合わせた言葉でやっています。 

コロナ禍を見ますと、デイサービスからの撤退がこの頃続いています。社協が先駆け

的にデイサービスをやっていただいて、当初は主力事業でしたが、民間の事業ができ

てだんだん撤退して、今は障害者のデイサービスだけをやっているというような状況

ですが、またこのデイサービスが足りなくなれば社協のようなものが出動しなければ

いけないということが来るかもしれない。やはり時代に合わせてその福祉のニーズを

取り込んでいくということが、この計画としても必要だと思います。 

今日はこの中身を審査していただいて、この「あんジョイプラン１０」は令和６年度、

来年の４月からということになりますが、それをいかに充実させていくかということ

についてご審議いただきたいと思います。どうぞ忌憚のないご意見をいただいたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

２ 委員紹介・辞令交付 

（交代した５名：大場委員、池田委員、野上委員、渡辺委員、阿部委員） 

３ 議題 

あんジョイプラン１０（計画案）について（第１章～第４章） 

事務局：あんジョイプラン１０計画案を資料１～３を使って説明します。 



説明の前に、資料の確認を行います。資料の右上に資料１と記載のある資料はありま

すでしょうか。こちらの資料を使って説明を行います。スライドの右上に数字がふっ

てありますが、これがスライド番号となります。次に、資料２と記載のある資料はあ

りますでしょうか。こちらがあんジョイプラン１０の計画案となっております。 

次に、資料３と記載のある資料はありますでしょうか。こちらは、計画案の第４章に

掲載している個別事業の一覧になっております。最後に、あんジョイプラン９の冊子

は、ございますでしょうか。持っていらっしゃれば、計画案と見比べながらご確認い

ただけるとわかりやすいかと思います。それでは、はじめさせていただきます。 

スライド２です。 

策定委員会は、幹事会・作業部会が作成した資料などを検討及び審議する会となって

おります。今後のスケジュールを簡単に説明します。 

本日、７／２７は、第１章から４章までの計画案について説明を行います。次の９／

２８は、第５章から最後までの計画案について説明を行います。１１／１０は、１２

月にパブリックコメントの実施を予定しておりますので、パブリックコメントに提出

する案として説明を行います。 

最後に、１／２６では、パブリックコメントの意見を反映した計画案について説明を

行い、検討及び審議をいただき、２月に答申を行い、完成です。このような予定にな

っております。 

スライド３です。 

あんジョイプランとは、「安城市介護保険事業計画」と「安城市高齢者福祉計画」を

定めること、とされており、介護保険法に基づいて、２つの計画を一体的に作成する

こととなっております。「介護保険事業計画」は、介護保険サービス及び地域支援事

業を円滑に実施することを目標として、必要なサービス量の見込みやその確保方策に

ついて定める計画で、３年を１期として策定することとされています。 

そして、「高齢者福祉計画」は、高齢者を対象とした居宅生活支援や福祉施設等に関

する目標量とその確保方策について定める計画です。２つの計画を一体的に定め、本

市における高齢者福祉施策や介護保険事業の基本的な指針・方向性を示し、取り組む

べき施策などについて示します。今回のあんジョイプラン１０（じゅう）では、第９

期計画として、令和６年から令和８年までの計画となります。これまでと変わらず、

団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（２０２５年）と現役世代の減少が顕著にな

る令和２２年（２０４０年）を見据えて計画策定しております。 



スライド４です。 

前回のあんジョイプラン９がどのようなものであったかを簡単に説明します。 

まず、どんな考え方を持っていたかですが、２０４０年を見据えた持続可能な制度の

構築、介護予防・健康づくり施策の充実と推進、認知症施策推進大綱を踏まえた認知

症施策の推進、介護人材及び業務効率化に取り組むとともに、高齢者の日常生活を支

援する地域の活動を専門職が支え、課題解決を図る「安城市版地域包括ケアシステム」

の深化・推進に向けて作成されました。章ごとに見ていくと第１章から参考資料まで

このような構成になっております。あんジョイプラン１０でも基本的な、構成は、変

えていません。あんジョイプラン１０策定のための基礎資料として、市民の生活や高

齢者介護の状況、福祉への意向、事業者における課題等を把握するため、アンケート

と懇話会を実施しました。 

まずは、アンケート調査です。スライド５のとおり、対象者を６種類に分け、アンケ

ートを昨年１２月に実施しました。特に、高齢者の健康状態や社会参加の状況、老後

の不安や医療・介護、介護保険サービスについて、これ以外にも様々な設問に回答を

いただき、アンケートの結果の一部を、あんジョイプラン１０のプランの第２章部分

に掲載しております。 

続きまして、懇話会もあんジョイプラン１０作成にあたって、４つのテーマで様々な

方に参加いただき、聞き取り調査を実施しました。実際に現場で活動されている方達

に聞き取ることができ、貴重な意見をいただきました。聞き取りした内容は、あんジ

ョイプラン１０のプランの第２章部分に掲載しております。計画案での掲載ページ

は、１９Ｐ、２２Ｐ、２６Ｐ、２９Ｐです。 

スライド９です。 

お手元に、あんジョイプラン１０の計画案とあんジョイプラン９の冊子をご用意いた

だき、見比べながらご確認いただけると幸いです。あんジョイプラン１０計画案のこ

とを「計画案」と呼びながら説明しますので、よろしくお願いいたします。まず、第

１章の「計画策定にあたって」ですが、プラン１０では、お手元の計画案の２Ｐにあ

るとおり、タイトルを「１計画策定の背景と趣旨」に変更しました。そして、プラン

９の「２計画策定の経緯」を整理し、プラン１０における本市の考え方を「１計画策

定の背景と趣旨」に記載しております。いままで、プラン９の「計画策定の経緯」の

ところで記載していた計画策定のあゆみの表は、巻末の参考資料に移動したいと考え

ておりますので、あゆみの表は、お手元の計画案の資料にはまだ記載しておりません。



そして、計画策定の経緯は「計画策定の背景と趣旨」と巻末に整理されましたので、

タイトルごと削除しました。計画案の３Ｐの２計画の内容と期間では、（２）他の計

画との関連の表と、次の４Ｐの（３）計画の期間の表を変更しております。そして、

５Ｐからの３計画の策定体制については、６Ｐの（２）高齢者等実態調査の「安城市

高齢者介護に関するアンケート調査」を昨年度実施しておりますので、その目的と調

査方法を記載しました。そして、プラン作成のために直接聞き取りを行っております

ので、（３）として懇話会の目的と調査方法を記載しております。プラン９では、調

査方法のあとに調査の結果からみる課題なども記載しておりましたが、プラン１０で

は、調査の説明までとしました。以上が第１章の説明となります。 

スライド１０です。 

次に、第２章の高齢者を取り巻く現状ですが、プラン９では、第２章と第５章に人口

や高齢化などがそれぞれ記載しておりましたが、プラン１０では、人口と高齢化の部

分を第２章にすべてまとめました。そして、第５章は、介護保険サービスの説明とサ

ービスの見込み量、介護保険料の算定という内容にしたいと考えています。変更点で

すが、計画案の７Ｐ、「人口の推移」は、令和２年度から令和５年度までを実績値で

記載し、令和６年度から８年度までの推計値を記載します。お手元の計画案では、１

０Ｐの高齢化率、１２Ｐの認定率の部分もですが、令和４年度までが実績値となって

おります。令和５年の数値が確定次第、表と文章も併せて変更します。次の８Ｐに人

口ピラミッドを掲載し、９Ｐは、日常生活圏域の設定としています。 

次に、１０Ｐです。タイトルを「地区別の高齢化の状況」から「高齢化の状況」とし、

高齢化率の状況と全国、愛知県、近隣市の状況。１１Ｐは、中学校区別の高齢化率も

記載しました。さらに、プラン９の１６Ｐ＿２章の６にあった「要介護認定者の状況」

を１２－１３Ｐに持ってきて、要介護認定者の状況と認定率の推移を載せました。計

画案１４Ｐの「世帯の状況」については、全国、県、近隣市の状況を追加しました。

計画案１５Ｐの「住居の状況」については、、高齢者が住んでいる物件の種別だけで

なく、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅の本市の設置状況を追加しています。 

スライド１１です。 

プラン９では「５生活の状況」として、幸福感、健康状態、社会参加、就業率などが

記載しておりましたが、プラン１０では、計画案１６Ｐの「健康状態」、計画案２０

Ｐの「社会参加」、計画案２３Ｐの「調査からみた高齢者像」、最後に、計画案２７Ｐ

の「８介護保険サービスの利用状況とニーズ」とし構成を変更しております。さらに、



計画案１６Ｐの５健康状態から８介護保険サービスの利用状況とニーズの部分は、先

ほど説明したアンケート結果や懇話会での聞き取り内容を盛り込みました。 

スライド１２です。 

計画案は３０Ｐになります。基本理念である「健康で、生きがい・ふれあい・安心を

育むまち」については、変更しません。この基本理念は、あんジョイプラン４（平成

１８年度から変更しておりません）説明文につきましては、新しい総合計画や地域福

祉計画などと整合性がとれるように変更してまいります。 

スライド１３です。 

計画案３１．３２Ｐは、計画体系の説明の文章となりますので、３３Ｐの体系図で説

明します。基本目標の１つ目は、「健康と生きがいづくり、介護予防の推進」として、

健康な高齢者が介護状態にならないよう、健康と生きがいづくり、介護予防の観点か

ら施策をまとめました。２つ目は、「地域でふれあい、安心して生活できるまちづく

りの推進」として、住み慣れた地域、自宅での生活・介護の観点から施策をまとめま

した。３つ目は、「介護保険サービスの質の向上と制度の円滑な運用」として、介護

保険を運営していくための人材やサービス、介護保険者の観点から施策をまとめまし

た。プラン９と基本目標が異なりますので、目標に合わせて施策の入れ替えを行って

おります。また、２－４「介護者に対する支援」は、地域福祉計画に合わせて、重層

的な福祉圏域の考え方を取り入れております。そして、新規施策として３－４「保険

者機能の強化」は、国の提供する「みえる化システム」や「本計画の進捗状況管理」

などを記載しております。 

スライド１４です。 

各施策の詳細な内容については、計画案３１Ｐ．３２Ｐに記載しており、プラン９と

の変更点は、赤文字になっております。先ほど説明した基本目標に付随するかたちで、

何をするのかを記載しております。まず、３１Ｐです。 

基本目標１「介護予防・健康と生きがいづくりの推進」では、「若い時期からのフレ

イル予防」という視点を増やしました。 

スライド１５です。 

計画案の同じページ、基本目標２「地域でふれあい、安心して生活できるまちづくり

の推進」では、介護を受ける方だけでなく、介護する家族、家庭における複合的な課

題のことを記載しました。 

スライド１６です。 



最後に、計画案の３２Ｐに、基本目標３「介護保険サービスの質の向上と制度の円滑

な運用」では、保険者機能の強化を記載しております。以上が、第３章の基本目標と

施策についてです。 

スライド１７です。 

プラン９では、冊子１５Ｐから２８Ｐまで、基本理念、基本計画、そして、計画の体

系さらに、重点項目があり。基本目標で施策をまとめ、さらに、重点項目に対しても

施策を並べ変えておりました。今回は、基本目標で施策をまとめそのままの状態で重

点を表現したいと考えこのように重点の欄を設けました。どの施策を重点にしていく

のかは、今後の作業部会や幹事会、その他の計画とも調整して、次回の策定委員会ま

でには、説明したいと思います。 

第４章のもくじです。 

基本目標順に１から３とし、章の最後に「個別事業一覧」を掲載します。個別事業に

つきましては、右上に「資料３」と記載のある資料をご覧ください。 

この中で、水色になっている事業が、第４章の１～３に掲載されている主な事業です。

色のついていない事業は、計画案第４章の４「個別事業一覧」にのみ掲載となります。

資料３の表の右上にプラン９からの変更内容の欄がありますので、ここを見ていただ

くと、プラン９からの変更内容がわかります。個別事業数は、プラン９から５つ増え

て、９７事業になっております。個別事業の進捗管理方法として、数値目標をもって

いるものと文章表現としているものがありますが、これにつきましては、数値目標か

ら文章表現に変更したものもございます。数値目標の事業は、４９事業から４２事業

に、文章表現の事業は４３事業から５５事業になっております。そして、個別事業の

令和３年度、令和４年度の実績を個別事業の表に記載しております。令和８年度に向

けた目標については、現在ほとんどが空欄です。こちらも次の策定委員会までにすべ

て記載したいと考えております。 

スライド２０です。 

１－１介護予防と生活支援の充実です。施策の目的は、介護予防・生活支援体制の充

実です。施策内容は、介護予防・日常生活支援総合事業の推進。アセスメントの質の

向上。必要な支援のためのケアマネジメントです。主な個別事業は、「地域リハビリ

テーション活動支援事業」と「生活支援サービスの体制整備」の２つです。１－１－

９「地域リハビリテーション活動支援事業」につきましては、プラン９にあった「リ

ハビリ専門職によるアセスメント支援事業」の内容を含む形で記載し、「リハビリ専



門職によるアセスメント支援事業」という名称の事業は、プラン１０では削除しまし

た。 

スライド２２です。 

１－２健康づくりの推進です。施策の目的は、健康に対する意識の向上と健康づくり

の実践を推進します。施策内容は、健康づくりの実践の支援。保険事業と介護予防の

一体的な実施です。主な個別事業は、「後期高齢者医療健康診査・特定健康診査」と

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」と「健康相談」です。「高齢者の保

健事業と介護予防の一体的な実施」は、新規の事業となります。 

スライド２４です。 

１－３生きがいづくりの支援です。施策の目的は、高齢者の健康づくりや生きがいづ

くりの支援です。施策内容は、高齢者の生涯学習活動の促進、高齢者の生きがいづく

り、高齢者のスマートフォンの活用を支援します。主な個別事業は、４つあります。

まず、「高齢者社会参加促進事業」と「シルバーカレッジ」、そして次のスライド２１

へ。「地域における高齢者スポーツの推進」と「スマホ講座の開催などによるデジタ

ル活用支援の実施」です。「地域における高齢者スポーツの推進」の目標についてで

すが、プラン９では、グラウンド・ゴルフ協会会員数を目標値に設定していましたが、

削除しました。「スマホ講座」につきましては、新規の事業となっております。 

スライド２７です。２－１住民主体の地域福祉活動の支援です。施策の目的は、住み

慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域の福祉活動やつながりを支援します。施策

内容は、地域福祉活動の支援、ふれあい・つながりを感じられる地域活動を推進しま

す。主な個別事業は、「地域見守り活動の推進」と「サロンの開催支援」と「高齢者

見守り事業者ネットワーク事業」の３つです。 

スライド２９です。 

２－２在宅生活の支援です。施策の目的は、住み慣れた地域で日常生活を送ることが

できるよう、在宅生活支援の充実です。施策内容は、継続的かつ効果的な在宅生活支

援サービスの提供。在宅生活の機能向上。多様な住み方を選択できる取組みです。主

な個別事業は、「高齢者外出支援サービス事業」と「防犯啓発活動の推進」と「交通

安全啓発活動の推進」です。２－２－２４「交通安全啓発活動の推進」についてです

が、プラン９では、「交通安全研修会」という名称でしたが、研修会だけでなく、高

齢者向けの交通安全教室を実施しているということで協議の結果、名称を変更し、目

標もそれそれ記載しました。 



スライド３１です。 

２－３認知症施策の推進です。施策の目的は、認知症になっても安心して暮らせるま

ちづくりです。施策内容は、チームオレンジの充実を図ります。主な個別事業は、「認

知症サポーターの養成と活用」です。 

スライド３３です。 

２－４介護者に対する支援です。施策の目的は、介護者の様々な負担軽減に取り組み、

複合的な課題に対応できる相談体制の強化です。施策内容は、家族介護者に対する助

成・手当の周知。複合的な課題を持つ家庭に対して相談支援体制を整備します。主な

個別事業は、「在宅ねたきり高齢者等介護人手当事業」と「介護者のつどい（家族介

護支援事業）」です。「在宅ねたきり高齢者等介護人手当事業」は、プラン９では、手

当を渡している人数の数値目標を持っていましたが、数値目標を削除し文書表現とし

ました。 

スライド３５です。 

２－５医療と介護連携の推進です。施策の目的は、医療と介護のニーズを持った高齢

者を地域で支え、専門職が協働し、体制を強化します。施策内容は、在宅医療・介護

の提供体制の充実、看取り体制の強化、ＡＣＰの理解促進、切れ目のない在宅医療を

目指します。主な個別事業は、「看取り体制構築のための研修と市民啓発」と「ＩＣ

Ｔを活用した情報連携」です。「看取り体制構築のための研修と市民啓発」は、プラ

ン９では、市民のＡＣＰ認知度（％）の数値目標を持っていましたが、数値目標を削

除し文書表現としました。 

スライド３７です。 

２－６権利擁護等です。施策の目的は、権利擁護が必要な高齢者に適切な支援をしま

す。施策内容は、虐待を防止、介護者の負担軽減をするための助言や援助の実施。安

心して利用できる成年後見制度の整備及び利用促進を図ります。主な個別事業は、「成

年後見制度利用新事業（市長申立て）」と「成年後見制度利用新事業（相談支援、啓

発及び法人後見事業）」としました。 

スライド３９です。 

３－１介護人材の確保・離職防止です。施策の目的は、介護人材を確保し、専門性と

職場環境の改善を支援します。施策内容は、介護人材の確保に取り組み、職場環境の

改善を図ります。主な個別事業は、「介護関連資格取得等補助」と「介護人材確保補

助」としました。介護人材確保補助については、今後実計に諮っていく予定をしてお



ります。 

スライド４１です。 

３－２的確で質の高いサービスの提供です。施策の目的は、介護サービスの不正・不

適切を改善し、質の高いサービスを提供するとともに、サービス利用の促進を目指し

ます。施策内容は、介護給付適正化事業に取り組み、介護事業所に実施指導を行いま

す。主な個別事業は、「介護給付等費用適正化事業」と「介護サービス事業者等への

指導・監督」としました。 

スライド４３です。 

３－３介護保険事業の円滑な運営です。施策の目的は、介護保険事業の効果的、効率

的な運営や提供サービスの質の向上を図ります。施策内容は、あんジョイプラン１０

の進捗管理の実施。事業者の運営評価の実施。介護サービス事業者の負担軽減を図り

ます。主な個別事業は、「介護保険・地域包括支援センター運営協議会」としました。 

スライド４５です。 

３－４保険者機能の強化です。施策の目的は、本計画の進行状況を評価し、今後の事

業に生かす。そして、サービスの質の向上と円滑な制度運用を図ります。施策内容は、

計画値と実績値の乖離についての考察。見える化システムの活用。ケアマネジメント

の基本方針を周知します。主な個別事業は、「あんジョイプラン進捗状況管理」と「介

護保険事業の改善報告事業」と「基本方針の周知啓発事業」としました。 

以上で、第４章とあんジョイプラン１０（計画案）の説明は以上です。 

 

意見・質問 

会 長：「保険者機能の強化」をもう少しわかりやすく説明してほしい。 

事務局：他の市でも当然あるが、いろんな物が数値化されて、実際にどこまでやるか

というのがある。安城市の中でも取り組みできているものとできていないものがそれ

ぞれあって、いま安城市では県内では真ん中より少し下ぐらいの状況なので、それを

もう少し上げていきたい。いろいろなテーマがあるが、実際にどこまでやっていくか、

当然費用はかかるのでどこまでが適切かというところもある。安城市として、レベル

を上げるというよりどこまでやっていくか。できる・できないはあるが、市としては

もう少し取り組みをしていこうということで「保険者機能の強化」を謳っている。 

会 長：資料１のＰ．４０の「介護人材確保補助」というのは、お金を出すというこ

とか。 



事務局：いま市では、資格を取得して仕事することに対して研修費補助等は出してい

て、その方にそのまま仕事を長続きしていただくというのはあるが、実際には、経験

の長い人と新しい人の間の中間層が抜けているのを掘り起こしたいという部分もあ

る。人材確保についてはどの分野でも不足していて、その代わりがないか、ＩＣＴ等

のこともいろいろあるし、まず安城市の人口が減らないようにするためにどうするか

が重要だがこれも市全体の話になるので、どこまでをこの計画の中に位置づけるかと

いう問題がある。いまのところ実施計画等の部分にも少し入れていこうということ

で、職を一旦離れた人を掘り起こそうとか、定住の促進とかいろいろな考え方がある

が、何とかしてこの３年間の中で制度的に加えていこうという考えを持っている。 

会 長：人材確保は個々の事業所に任されているのが現状でそれを補助していこうと

いうのはわかるが、具体的には人材確保の補助事業とはどういう施策を行っていくの

か。 

事務局：まだ答えが出ておらず皆さんに言える状況ではないが、他市で、本当に人が

いないということで、定住目的まで、医療圏域の中でどのようにやっていくかという

話が出ている地域もある。安城市では自動車産業に人材を取られている。介護の中で

もケアマネジャーと介護職員等が、介護報酬の関係や処遇改善の面でうまくいってい

ない場合は、なかなかケアマネジャーの職に就いてもらえない。ケアマネジャーがい

なければ事業者も動けないというようなアンバランスな状況が生まれてもいけない

が、一部の資格の人に支援をするのか、介護職員全体の支援をするのかというのは今

後の課題になるかと思う。 

会 長：人材の掘り起こし策を何か考えるということで了解した。 

A 委員：第４章の２－５「医療と介護連携の推進」だが、地域ケア推進会議で、入退

所の情報共有のあり方について、意思疎通がなかなかうまくいっていないということ

で、昨年度に「入退院情報共有作業部会」を設けて、本年度末に情報提供のあり方を

まとめた入退院の連携ガイドブックというのができてくる。そういうものを作っただ

けではだめなので、非常に重要な施策だと思うので、この計画の中にぜひ盛り込んで

いただきたい。 

事務局：実際に入院・退院してその後どうするかについてマニュアル化してやっとで

きたという話はあった。その後、病院との連携や、いかに在宅に戻ってうまくいくか

というところになると思うので、同じ課のことなのでうまく計画に入れていける方向

で考えていきたいと思う。 



B 委員：民生委員の代表になってまだ半年しか経っておらず、まったく初歩的な質問

になるが、資料１の５ページの「アンケート調査の実施」について。アンケートを６

５歳以上の市民２，７００人に案内し１，９７２人から回答があった、７０％の回収

でまあまあいい数字かなと思うが、事業所・関係職員の回答が割合的には少し低すぎ

ないか。特に職員は５２３人に案内して１７０人が回答して３２％の回収とは、直接

関わっている仕事に対して少し意識が低いのではないかという批判を持たざるをえ

ない。それから、４０歳から６４歳までの２，０００人に案内して５０％。これから

自分がサービスを受ける立場で保険料を払っている市民にとって、自分の２０年後あ

るいは３０年後のことなのに、市民としての意識の低さを感じるが、これについての

見解はどうか。 

それからもう一つ、資料２のＰ．２０の高齢者の就業率について、８０～８４歳の男

性が１４．４％、８５歳以上でも８．２％、合わせて２２％、１０人のうち２人は働

いているというのは、人生１００年時代に向かっていこうとしている意気込みを感じ

る。上の総括的な見解に「男性高齢者の就業率は低下傾向、女性高齢者の就業率は上

昇傾向にある」とあるが、あんジョイプランを考えていく場合、この就業率はやはり

維持または高くなっていく方が健全な社会ではないだろうかと感じる。渋沢栄一が８

０歳になってもまだアメリカの在留日本人のために渡米しようとしていたり、９０歳

になっても赤十字の活動で中国へ渡ろうとしていたという話を聞いて、本当に人生と

いうのは社会の中で活躍できることが何歳になっても健全な姿だろうなと感じたの

で、この数字を見せてもらって非常にありがたく思った。 

事務局：高齢者の回収の７割というのは、家族の方が一緒にやっていただいたとして

もなかなか高い数字で良いかなと思う一方で、職員や若年者の回答の低さは少し問題

はあるとは思う。ただ、仕事をしていて実際に関心がないというのはいかがなものか、

我々のＰＲ不足もあるのかもしれないが、もう少し答えてもらえたらという思いはあ

る。介護職員のもっと低い数字についても、うまく周知できなかったのかもしれない

が、それぞれの立場で回答されたものについてはアンケートの意見として取り入れて

いきたい。回答数が少ないという話もあるが、一生懸命書いていただいた意見は一生

懸命取り入れようと考えている。 

会 長：今日は承認いただくということでなくてよいか。 

事務局：現状がこうであると示している。実際には国の動き等によって、まだ新たに

加えていかなければいけない部分があり、今回では第５章以降の話もまだこれからで



ある。最終的には保険料がいくらになるという話まで含めて次回以降話をさせていた

だくので、今回これで決定ということではなくて、次回以降もいろいろな状況を含め

て変更しなければならないという説明をさせていただく機会があるので９月以降も

この会を通じて話をさせていただくということでご理解いただきたい。 

会 長：それでは議題はこれで終了とする。 

 

４ 野口顧問講評 

野口顧問：最初に会長からも話があったように、このあんジョイプランは、介護保険

事業計画と高齢者福祉計画というのが大きな枠組みなので、そこをあんジョイプラン

は合同でやりながらそれぞれの役割ごとに仕分けていきたいということである。いわ

ゆる「介護予防」というのは、要支援や要支援２の人たちに対して要介護の状態にな

らないようにするためのもので、これは介護保険の費用から出ている。一方、「フレ

イル予防」というのは、要支援にならないようにするための虚弱高齢者の人たちの健

康づくりという、そういう違いがあり、フレイル予防には介護保険は入っていない。

だからこれは高齢者保健福祉計画のところでやる費用がある。そうすると、例えば資

料２のＰ．２０の「社会参加」というのを、基本目標１の「健康と生きがいづくり、

社会参加の促進」というようにこの社会参加を入れていかないといけない。フレイル

予防ということを謳っているが、具体的な事業の中にはフレイル予防というのが入っ

ていない。だから「社会参加」という、先程の就労・就業率のところも、やはり就労

すると、それから社会活動、ボランティア活動とそのような社会参加を進めていくの

だということを、高齢者福祉計画の中でやらないといけないのではないかなと思う。

そうすると基本目標１のところには「介護予防（の推進）」をここに入れるのではな

く、社会参加という言葉を入れる必要がある。そして、「介護予防」は介護保険の中

でやっているので、そこの切り分けをしておかないと、介護予防の成果とフレイル予

防の成果がごっちゃになって、施策上どこにウエイトがかかっているのかよくわから

なくなる。こういうところをしっかり振り分けられた方がよいと思う。フレイル予防

についてはどういう形で進めるのかということで、事業として入れた方がよいのでは

ないかと思う。 

それから資料１のＰ．３９「介護人材の確保・離職防止」について。介護現場はもう

非常に逼迫している。介護だけではなく医療のところも、そしてコロナのところも、

本当に介護現場からの悲鳴が聞こえてきている。ここでは、Ｐ．４０の関連資格取得



補助事業といったことをやりつつも、やはりＰ．４１の「的確で質の高いサービスの

提供」を介護人材の確保とどう結びつけていくかということだと思う。いま、介護や

医療の現場では、生成ＡＩを入れたロボットがもう出始めてきている。メリットやデ

メリットの議論はあるが、現場からすれば、定型化された仕事などはこれを入れた方

がいい。このままでは介護の人たちの離職はどんどん増えていく。外国人の方ももう

入ってこない。若い人たちも、我々は大学にいるが、福祉や介護を敬遠している。若

い人も、親や保護者も学校の進路指導の先生も。高校を訪問していてもそういう状況

である。本当に介護やケアの現場を支えていくとなったら、残された時間はもうそう

はないと思う。だから的確で質の高いサービスの提供と組み合わせて、どういう支援

策が必要なのかを具体的に出していかないと、介護・福祉・医療の現場はもう崩れて

きているのではないかと思う。生成ＡＩ等の導入のガイドライン作りなどを現場の人

たちと一緒に作っていった方がよく、生成ＡＩが入ってくることと介護の人たちが疲

弊して辞めていくのはもう時間の問題、競争になっている。そういう認識をこのプラ

ン１０にはもう入れておいた方がいいのではと考えている。大きくそういう点につい

て、プラン１０は施策のところでもうひと工夫を求められるような、医療や福祉や介

護の現場の人たちと意見交換をしてそれをプランに反映していくような、そういうこ

とが必要ではないかと思っている。 

 

５ その他 

事務局：次回は令和５年９月２８日（木）午後１時３０分から、会場は今日と同じ市

役所本庁舎３階第１０会議室で開催を予定している。 

 

６ 閉会のことば（部長） 

福祉部長：本日はお忙しい中、第３回あんジョイプラン１０策定委員会にご出席いた

だき、ありがとうございました。また委員の皆様におかれましては、それぞれのお立

場から様々なご意見をいただきました。また、野口顧問からは、介護予防とフレイル

予防の切り分けの話、介護人材の件と、大変重いお話をいただきました。この点につ

きましても計画の中に入れ込むように、修正を行い、対応してまいります。今後もよ

りよい介護を実現するために、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。本日は

どうもありがとうございました。 

 

 


